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衆
議
院
議
員
青
山
丘
君
提
出
所
得
税
な
ら
び
に
法
人
税
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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一
に
つ
い
て 

を
斟
酌

し
ん
し
ゃ
く

す
る
等
の
見
地
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
維
持
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

配
偶
者
特
別
控
除
は
、
片
稼
ぎ
の
給
与
所
得
者
世
帯
に
お
い
て
は
仕
事
に
直
接
従
事
す
る
者
の
所
得
の
稼
得
に
他
方
の
配

偶
者
も
相
応
の
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と
や
、
事
業
所
得
者
に
お
い
て
は
青
色
事
業
専
従
者
給
与
の
支
払
に
よ
る
配
偶
者
へ
の

所
得
分
与
を
通
じ
て
負
担
緩
和
を
図
り
得
る
こ
と
等
を
考
慮
し
、
主
と
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
の
税
負
担
の
調
整
を
図
る

と
と
も
に
、
パ
ー
ト
で
働
く
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
を
超
え
る
場
合
に
、
か
え
っ
て
世
帯
全
体
の
税
引
後
手
取
り
所
得
が 

我
が
国
の
課
税
最
低
限
は
国
際
的
に
見
て
も
高
い
水
準
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
個
人
所
得
課
税
は
広
く
国
民
に
負
担
を
求

め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
基
礎
的
な
人
的
控
除
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
税
負
担
の
在

り
方
と
し
て
慎
重
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。 

斟し
ん

酌
し
ゃ
く

を
通
じ
て
担
税
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
た
め
、
あ
る
い
は
基
礎
的
な
控
除
で
対
処
し
得
な
い
担
税
力
減
殺
要
因 

所
得
税
に
お
け
る
各
種
所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
基
礎
的
な
人
的
控
除
の
ほ
か
、
特
別
な
事
情
に
基
づ
く
追
加
的
費
用
の 

基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
等
の
基
礎
的
な
人
的
控
除
は
、
課
税
最
低
限
を
構
成
す
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
青
山
丘
君
提
出
所
得
税
な
ら
び
に
法
人
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
の
1
に
つ
い
て 

か
ら
三
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
法
人
税
率
の
三
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
下
回
る
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
法
人
税
の
表
面
税
率
（
調
整
後
）
（
課
税
所
得
の
計
算
に
お
い
て
事
業
税 

減
少
す
る
と
い
う
逆
転
現
象
に
も
対
処
す
る
趣
旨
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、

配
偶
者
特
別
控
除
を
廃
止
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
、
所
得
税
の
人
的
控
除
の
基

本
的
な
在
り
方
を
検
討
す
る
際
に
は
、
女
性
の
就
業
等
の
社
会
情
勢
の
変
化
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
在
り

方
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

法
人
税
の
基
本
税
率
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
税
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
法
人
税
制
改
革
に
お
い
て
、
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト 

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
連
合
王
国
、
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
法
人
税
に
つ
い
て
同
様
の
調
整
を
行
っ

た
場
合
の
税
率
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
国
の
中
で
当
該
税
率
が
最
も
低
い
連
合
王
国
の
三
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
ほ
ぼ
同

程
度
の
水
準
と
な
っ
て
い
る
。 

が
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
調
整
を
行
っ
て
算
出
し
た
法
人
税
の
基
本
税
率
を
い
う
。
）
は
三
十
一
・
〇
八 

四 

 



 

二
の
2
に
つ
い
て 

金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
調
整
を
行
っ
て
算
出
し
た
法
人
税
、
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
事
業
税
の
税
率

を
合
わ
せ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
今
回
の
法
人
税
制
改
革
に
よ
り
、
四
十
九
・
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
十 

は
、
事
業
税
に
お
け
る
外
形
標
準
課
税
の
検
討
が
法
人
課
税
の
表
面
税
率
（
調
整
後
）
の
議
論
に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、
法
人
課
税
の
表
面
税
率
（
調
整
後
）
の
あ
り
方
に
っ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
」
と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

中
小
法
人
（
法
人
税
法
第
六
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
う
ち
年
八
百
万
円
以
下
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率 

六
・
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
法
人
課
税
の
表
面
税
率
（
調
整
後
）
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
税
制
調
査
会
の
平
成
十
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
（
平
成
九
年
十
二
月
十
六
日
）
に
お
い
て
、
「
今
後 

（
以
下
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
国
税
と
地
方
税
を
合
わ
せ
た
法
人
課
税
の
表
面
税
率
（
調
整
後
）
（
課
税
所
得
の
計
算
に
お
い
て
事
業
税
が
損 

中
小
法
人
に
対
す
る
軽
減
税
率
に
つ
い
て
は
、
累
次
の
税
制
調
査
会
の
答
申
に
お
い
て
、
政
策
的
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
て 

五 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
創
設
当
初
に
比
べ
基
本
税
率
と
の
格
差
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
基
本
税
率
と

の
格
差
を
縮
小
す
る
と
い
う
基
本
的
方
向
に
沿
っ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
検
討
の
方
向
を
踏
ま
え
る
と
、
中
小
法
人
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
限
度
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
適
当
で

な
い
と
考
え
る
。 

の
留
保
部
分
に
対
し
て
一
定
の
課
税
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
配
当
支
出
の
誘
因
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
つ
つ
、

法
人
形
態
に
よ
る
税
負
担
と
個
人
形
態
に
よ
る
そ
れ
と
の
負
担
差
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
行
の
法
人
税
と

個
人
所
得
税
の
基
本
的
仕
組
み
を
前
提
と
す
る
以
上
、
当
然
に
必
要
と
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
お 

は
、
税
制
調
査
会
の
法
人
課
税
小
委
員
会
報
告
（
平
成
八
年
十
一
月
二
十
六
日
）
に
お
い
て
、
「
同
族
会
社
の
過
大
な
所
得 

な
お
、
今
回
の
法
人
税
制
改
革
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
税
制
調
査
会
の
答
申
で
示
さ
れ
た
検
討
の
方
向
も
踏
ま
え
つ

つ
、
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の
適
正
化
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
て
、
中
小
法
人
に
対
す
る
軽
減
税
率
が
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

同
族
会
社
（
法
人
税
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
族
会
社
を
い
う
。
）
に
対
す
る
留
保
金
課
税
制
度
に
つ
い
て 

六 

 



 

 

七 

り
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 


